若桜駅前にぎわいプラザの指定管理者募集要項
提出書類様式

正本1部、副本６部


【提出書類の関係】
様式第１号　　：指定管理者指定申請書
様式①　　　　：事業計画書　（別表等の添付可）
様式②　　　　：見積収支計算書　※Ａ３サイズ可
　＜添付書類＞
　様式③　　　ア：団体の概要
　　　　　　　イ：定款、寄附行為、規約又はこれらに準ずる書類
　　　　　　　ウ：法人にあっては、登記簿謄本（３ヶ月以内に取得したもの）
　　　　　　　エ：印鑑証明書（３ヶ月以内に取得したもの）
　　　　　　　オ：役員の名簿及び履歴書
　　　　　　　　　（履歴書は若桜町以外の団体等が申請する場合）
　　　　　　　カ：団体または代表者が法律行為を行う能力を有しない者、破産者で
復権を得ない者に該当しない事を証明する書類
　様式④　　　キ：応募者の資格等の制限に該当しない旨の申告書
　　　　　　　ク：直近１年間の市町村税の滞納がない証明（納税証明書等）
　　　　　　　ケ：団体等に係る申請の日の直近５カ年度分の事業報告書
　　　　　　　コ：団体等に係る申請の日の直近５カ年度分の収支決算書（貸借対照表及
び損益計算書）等
　様式⑤　　　サ：複数団体で構成されたグループ等での申請の場合は、各団体の役割、　　　　
責任分担が分かる書類


【その他の書類】
　様式⑥　　　　：質疑書
　様式⑦　　　　：辞退届
様式⑧　　　　：応募意向表明

提出書類確認表


	№
	提出書類
	留意点
	チェック
(受付時)

	１
	申請書（様式第1号）
	申請日
申請者名の記入・押印
	□

	２
	事業計画書（様式①）
	5年間の方針、計画を記載
	□

	３
	見積収支計算書（様式②）
	5年間の収支計画を記載
	□

	４
	団体の概要（様式③）
	申請時点での団体の事業・活動内容等の概要が分かるもの（パンフ等添付可）
※グループ等の場合は、以下各構成団体ごとに添付すること
	□

	５
	定款、寄付行為、規約又はこれらに準ずる書類
	
	□

	６
	法人にあっては登記簿謄本
	3ヶ月以内に取得したもの
	□

	７
	印鑑証明書
	3ヶ月以内に取得したもの
	□

	８
	役員の名簿及び履歴書
	任意様式
※町内事業者の申請の場合は履歴書不用
	□

	９
	応募資格等を証明する書類

	代表者の本籍地の市町村戸籍係で発行された身分証明書
	□

	10
	応募資格等を証明する書類
（様式④）
	全て該当しない旨にチェックの場合のみ申請資格を満たすもの
	□

	11
	納税証明書等
	市町村税に未納がないと分かる証明
	□

	12
	団体等に係る申請の日の属する前事業年度における事業報告書、その他団体等の業務の内容を明らかにすることができる書類
	申請直近５年間分の事業報告書
	□

	13
	団体等に係る申請の日の属する前事業年度における収支決算書（貸借対照表及び損益計算書）、その他団体等に係る財務の状況を明らかにすることができる書類
	申請直近５年間分の決算書
（貸借対照表及び損益計算書）
	□

	14
	申請するグループ等の各団体の役割、責任分担に関する事項(様式⑤)
	※グループ等で応募する法人等の場合
	□※



様式第１号（第３条関係）

指定管理者指定申請書

令和　　年　　月　　日　

　若桜町長　上川　元張　　様

（申請者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵便番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地
　団体の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　若桜町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例第３条の規定により、下記の公の施設について、指定管理者の指定を受けたいので申請します。


記

公の施設の名称　　若桜駅前にぎわいプラザ

＜様式①＞
事　　業　　計　　画　　書

１．施設の運営方法
（１）施設を管理運営する上での基本方針やコンセプト
	



※基本方針、コンセプト、指定管理期間の経営方針・事業展開等を記載すること
※自主事業を追加する場合、併せて事業内容等を記載すること（以下、同様）
（２）利用期間及び利用時間の設定、考え方
	



（３）施設利用、利用料金の徴収方法
	



（４）情報発信の方法・考え方
	



２．運営方針
（１）利用人数目標・考え方（Ｒ8～Ｒ12年度分）
	



（２）利用料金の設定・考え方
	



３．収支計画（経営計画の考え方）及び財務状況
（１）人件費に係る考え方
	



（２）水道光熱費、修繕費等に係る考え方
	



（３）その他の清掃、事務費等の維持管理に係る考え方
	



（４）安定経営に向けた取り組みの考え方（自主事業や運転資金等）
	




（５）類似事業の実績等、申請団体のアピール事項
	



４．従業員の配置等
（１）従業員の配置　・・・指揮命令系統が分かる組織図、役割、勤務体制など
	



（２）人材確保、従業員の教育方針
	



（３）申請団体の組織能力、業務に必要な許認可、資格等の取得状況及び計画
	



５．衛生・品質管理、安全管理
（１）衛生管理、品質管理の考え方
	



（２）防犯防災、事故防止等の安全管理の考え方針
	



６．クレーム・要望等の対応、その他
（１）クレーム・要望等への対応の考え方
	



（２）廃棄物処理の考え方
	



（３）その他、地域貢献等のアピール事項（自由記載）
	





＜様式②＞　見積収支計算書
令和８年度から令和１２年度分
（単位：千円）
	
	令和8年度
	令和9年度
	令和10年度
	令和11年度
	令和12年度

	Ⅰ営業活動による収支
	
	
	
	
	

	収入：
	
	
	
	
	

	　　施設利用料収入
	
	
	
	
	

	　　飲食収入
	
	
	
	
	

	　　宿泊収入
	
	
	
	
	

	　　商品販売収入
	
	
	
	
	

	　　その他収入
	
	
	
	
	

	希望する指定管理料収入
	
	
	
	
	

	収入合計
	
	
	
	
	

	支出：
	
	
	
	
	

	　　職員給与等の人件費
	
	
	
	
	

	　　労務賃（パート代）
	
	
	
	
	

	　　原材料の購入費（仕入等）
	
	
	
	
	

	　　商品、資材の購入費
	
	
	
	
	

	　　販売促進・広告宣伝費
	
	
	
	
	

	　　管理費（水道光熱費）
	
	
	
	
	

	　　　　　（修繕費）
	
	
	
	
	

	　　外注委託料
	
	
	
	
	

	　　その他経費
	
	
	
	
	

	支出合計
	
	
	
	
	

	営業活動による収支（収入－支出）
	
	
	
	
	

	Ⅱ投資・財務活動による収支
	
	
	
	
	

	　　備品・車輛等購入の支出
	
	
	
	
	

	　　借入金の収入（新規借入）
	
	
	
	
	

	　　借入金の支出（返済）
	
	
	
	
	

	　　出資金等による収入(自己資金等)
	
	
	
	
	

	　　その他
	
	
	
	
	

	投資・財務活動による収支(収入－支出）
	
	
	
	
	

	当期の収支差額
	
	
	
	
	

	現金等の期首残高
	
	
	
	
	

	現金等の期末残高
	
	
	
	
	


項目は一般例として記載しています。該当しない項目の記載は不要としますが、「Ⅰ営業活動による収支」の項目欄は、できる限り詳細に区分けした内容で計画して下さい。［別表４参考資料参照］

令和　　年度における積算根拠
（単位：千円）
	
	令和　年度
	積算根拠

	Ⅰ営業活動による収支
	

	収入：
	
	

	　　施設利用料収入
	
	

	　　飲食収入
	
	

	　　宿泊収入
	
	

	　　商品販売収入
	
	

	　　その他収入
	
	

	希望する指定管理料収入
	
	

	収入合計
	
	

	支出：
	
	

	　　職員給与等の人件費
	
	

	　　労務賃（パート代）
	
	

	　　原材料の購入費（仕入等）
	
	

	　　商品、資材の購入費
	
	

	　　販売促進・広告宣伝費
	
	

	　　管理費（水道光熱費）
	
	

	　　　　　（修繕費）
	
	

	　　外注委託料
	
	

	　　その他経費
	
	

	支出合計
	
	

	営業活動による収支（収入－支出）
	
	

	Ⅱ投資・財務活動による収支
	

	　　備品・車輛等購入の支出
	
	

	　　借入金の収入（新規借入）
	
	

	　　借入金の支出（返済）
	
	

	　　出資金等による収入(自己資金等)
	
	

	　　その他
	
	

	投資・財務活動による収支(収入－支出）
	
	

	当期の収支差額
	
	

	現金等の期首残高
	
	

	現金等の期末残高
	
	


項目は一般例として記載しています。該当しない項目の記載は不要としますが、「Ⅰ営業活動による収支」の項目欄は、できる限り詳細に区分けした内容で計画して下さい。［別表４参考資料参照］

＜様式③＞
団　体　の　概　要
	団体の種別
	一般財団法人　　一般社団法人　　ＮＰＯ法人
株式会社　　有限会社
その他の法人（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
その他の団体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	団体の名称
	

	団体の所在地
	

	連絡先・担当者
	

	資本金又は資本財産
	

	主要な取引金融機関
	


　＜添付書類＞イ：定款、寄附行為、規約又はこれらに準ずる書類
　　　　　　　ウ：法人にあっては、登記簿謄本（３ヶ月以内に取得したもの）
　　　　　　　エ：印鑑証明書（３ヶ月以内に取得したもの）
　　　　　　　オ：役員の名簿及び履歴書（履歴書は若桜町以外の団体等が申請する場合）
　　　　　　　カ：団体または代表者が法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者に
　　　　　　　　　該当しない事を証明する書類
　　　　　　　キ：応募者の資格等の制限に該当しない旨の申請書
　　　　　　　ク：直近1年間の市町村税の滞納がない証明（納税証明書等）

現在の役員数及び従業員数
	役員数：　　　　　　　人
	正職員数　　　　　　　人
	パート等　　　　　　　人



現在の団体の組織図等＜別添に添付でも可、会社概要パンフレット等がある場合は添付のこと＞
	





既存事業名及び事業費
	既存（現在）取り組み事業名
	事業費（千円）
	備　考

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


※現在、貴団体において複数の事業を取り組んでいる場合は、事業別に記載してください。
※他の指定管理等の実績があれば、備考欄に指定管理の期間をご記入ください。
＜添付書類＞ ケ：団体等に係る申請の日の直近5カ年度分の事業報告書
　　　　　　　　　コ：団体等に係る申請の日の直近5カ年度分の収支決算書等

＜様式④＞

応募者の資格等の制限に該当しないことの申告書



　団体及び代表者は、若桜駅前にぎわいプラザの指定管理者指定の申請にあたり、募集要項中「7．申請（応募）の資格（２）に掲げる下記の事項については、いずれも該当しないことを申告します。
　また、この申告書が虚偽であることにより当方が不利益を被ることになっても、意義は一切申し立てません。


③地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、若桜町における一般競争入札等の参加　を制限されている者。

④地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがあり、その処分　　　の日から2年を経過しない者。

⑤暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を
いう。）及びその統制下にある団体または構成員。

⑥禁固以上の刑の執行を終わってから、または執行を受けることがなくなってから2年を経過　
していない者。

⑦市町村税を滞納している者。

⑧宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする団体。

⑨政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする団体。




令和　　年　　月　　　日

　若桜町長 　上川　元張　 様


（指定管理指定を受けようとする申請者）
　　　　　　　　　　　　　　　　所　 在 　地
　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　代　 表 　者　　　　　　　　　　　　　　　　印

＜様式⑤＞
若桜駅前にぎわいプラザの管理運営に関するグループ協定書


　〇〇〇（以下「甲」という。）と△△△（以下「乙」という。）は、若桜駅前にぎわいプラザ（以下、「にぎわいプラザ」という。）の指定管理による管理運営に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）
第１条　甲及び乙は、にぎわいプラザを共同連帯して管理運営するため、グループを構成するものとする。

（名称）
第２条　当グループは、▽▽▽▽▽（以下「グループ」という。）と称する。

（事務所の所在地）
第３条　当グループは、事務所を鳥取県八頭郡若桜町大字　　　　　に置く。

（代表者の名称）
第４条　当グループは、甲を代表者とする。

（代表者の権限）
第５条　甲は、にぎわいプラザの指定管理業務の履行に関し、当グループを代表して権限を執行することとし、その権限は次のとおりとする。
（１）管理運営全般の統括
（２）若桜町及び監督官庁等との折衝
（３）グループの管理運営に係る経費、会計処理に関する事項

（業務の期間及び協定の効力等）
第６条　本協定に係る指定管理業務の期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。
２　当グループは、本協定を締結した日に成立し、指定管理業務の指定期間満了後３ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
３　前項の規定にかかわらず、当グループが第１項の期間ににぎわいプラザの指定管理者とならないことが判明したときは、その判明したときをもって清算し、本協定の効力を失うものとする。

（権利義務の譲渡制限）
第７条　本協定に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

（業務分担）
第８条　グループにおいて、甲及び乙が分担する業務は次のとおりとする。

（経費責任）
第９条　当グループのにぎわいプラザの管理運営に係る経費については、甲の責任において処理するものとする。

（その他）
第１０条　この協定に定めのない事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。

　この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を所持する。

　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　甲　　主たる事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　法人等の名称　　　　　　　　　　　 　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　　　　　　　　　　　乙　　主たる事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　法人等の名称　　　　　　　　 　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

＜役割分担＞















＜責任分担＞

＜様式⑥＞
質　　疑　　書

令和　　年　　月　　日

　若桜町長　 上川　元張 　様


（指定管理指定を受けようとする申請者）
　　　　　　　　　　　　　　　　所　 在 　地
　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　代　 表 　者　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　（作成責任者）
　　　　　　　　　　　　　　　　所属・職・氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　ファクシミリ
　　　　　　　　　　　　　　　　電子メール


　若桜駅前にぎわいプラザの指定管理者指定の申請に係る次の事項について質問します。

	質疑事項等
	具体的な内容

	
	





























＜様式⑦＞

辞　退　届

令和　　年　　月　　日


　若桜町長 　上川　元張　 様





　　　　　　　　　　　　　　　　所　 在 　地
　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　代　 表 　者　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　（作成責任者）
　　　　　　　　　　　　　　　　所属・職・氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　ファクシミリ
　　　　　　　　　　　　　　　　電子メール




　若桜駅前にぎわいプラザに係る指定管理者の指定申請書を令和　　年　　月　　日に提出しましたが、下記の理由により辞退したいので届け出ます。


記


　申請を辞退する理由


＜様式⑧＞
応募意向表明

令和　　年　　月　　日

　若桜町長　 上川　元張 　様




若桜駅前にぎわいプラザの指定管理者募集要項に基づく応募（申請）を予定していますので届け出ます。


（指定管理者募集の応募意向予定者）

	所在地
商号又は名称
代表者名
	



	＜連絡責任者＞
　所属・職・氏名
　電話番号
　ファクシミリ
　電子メール
	











	＜提出先＞
若桜町役場 経済産業課 観光商工室
e-mail：keizai@town.wakasa.tottori.jp
※件名を「若桜駅前にぎわいプラザ応募意向表明」とすること
※メール送信後、受信確認の電話連絡をすること
電話：0858－71－1313（担当：岩見）







